
 

 

 

 

確定申告用寄附金領収書送付ご案内 

 

公益財団法人どうぶつ基金は、税制上の特定公益増進法人に該当します。特定公益増進

法人とは、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著

しく寄与するもので、当法人にご寄附頂いた場合は、寄附金に対する税制上の優遇措置

（法人税法第 37条 4項・所得税法第 78条第 2項第 3号あるいは租税特別措置法第 41

条の 18の 3第 1項）を受けることができます。 

ご厚志は、犬や猫の不妊手術奨励事業及び動物愛護思想の普及啓発事業のほか、公益法

人としての業務運営に有効活用させていただきます。 

 今後ともご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

寄附金領収書 

 

この度、貴殿から公益財団法人どうぶつ基金に対しなされた寄付に関する下記記載の事項

は、事実に相違ないことを証明します。 

 

記 

 

住所     東京都渋谷区代々木 3-57-6 グランフォーレビル 1F  

氏名     株式会社奇譚クラブ 様 

１.寄附受領年月日   令和７年  ７月 １５日 

２.寄附金額      ￥５００，０００- 

３.寄附金明細     現金預金 

４.寄附金の使途    犬や猫の不妊手術奨励事業及び動物愛護思想の普及啓発事業等 

 

兵庫県芦屋市奥池南町７１―７ 

公益財団法人どうぶつ基金理事長  佐上 邦久 印 

〒151-0053 

東京都渋谷区代々木 3-57-6   

グランフォーレビル 1F  

株式会社奇譚クラブ 様 
 

 


